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【手続補正書】
【提出日】令和3年3月3日(2021.3.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外傷性脳傷害の治療および/または予防を必要とする被験体において外傷性脳傷害を治
療および/または予防するための医薬組成物であって、以下の構造式：
【化１】

の化合物またはその薬学的に許容可能な塩もしくはプロドラッグを含む、医薬組成物。
【請求項２】
　該化合物が、(R)-リポイル化合物であり、実質的に純粋である、請求項１記載の医薬組
成物。
【請求項３】
　該化合物が、
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【化２】

またはその薬学的に許容可能な塩もしくはプロドラッグである、請求項１または２記載の
医薬組成物。
【請求項４】
　外傷性脳傷害により引き起こされる神経変性損傷を治療するための、請求項１～３いず
れか一項記載の医薬組成物。
【請求項５】
　神経変性損傷が、脳の海馬領域に影響を及ぼす、請求項４記載の医薬組成物。
【請求項６】
　脳の海馬領域に対する神経変性損傷が、学習および記憶に関連する認知機能に影響を及
ぼす、請求項５記載の医薬組成物。
【請求項７】
　神経変性損傷が、感覚運動機能に影響を及ぼす、請求項４記載の医薬組成物。
【請求項８】
　神経変性損傷が、局所性(focal)またはびまん性外傷性脳傷害に関連する、請求項４記
載の医薬組成物。
【請求項９】
　神経変性損傷が、一次的な病変の部位以外の部位での二次的な損傷である、請求項４記
載の医薬組成物。
【請求項１０】
　外傷性脳傷害後の機能的結果を向上するための、請求項１～３いずれか記載の医薬組成
物。
【請求項１１】
　機能的結果が、被験体における認知、行動または感覚運動の機能に関連する、請求項１
０記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　外傷性脳傷害の治療および/または予防に使用するための化合物であって、以下の構造
式：
【化３】

で表される化合物またはその薬学的に許容可能な塩もしくはプロドラッグである、化合物
。
【請求項１３】
　該化合物が、以下の構造式：
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【化４】

で表される化合物またはその薬学的に許容可能な塩もしくはプロドラッグである、請求項
１２記載の化合物。
【請求項１４】
　外傷性脳傷害を治療および/または予防するための医薬の製造における化合物の使用で
あって、該化合物が、以下の構造式：

【化５】

で表される化合物またはその薬学的に許容可能な塩もしくはプロドラッグである、使用。
【請求項１５】
　該化合物が、以下の構造式：
【化６】

で表される化合物またはその薬学的に許容可能な塩もしくはプロドラッグである、請求項
１４記載の使用。
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